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あ い さ つ 
 

上尾市教育委員会教育長 西倉 剛 

 

上尾市教育センターは、昭和６３年９月に上尾市立西小学校内に開所して以

来、教育相談・就学相談を中心として、不登校児童生徒対策や教育関係職員研修

等の業務に取り組んでまいりました。その後、元大谷支所を経て、平成９年９月

から現在に至るまで、上尾市役所別館にて、多くの児童生徒、保護者の悩みや相

談に寄り添ってまいりました。 

さて、コロナ禍により生活様式が変容したことを含め、児童生徒を取り巻く環

境が激しく変化している現代社会の状況から、教育センターへの相談件数は近

年急増し、相談内容も多様化している状況です。令和４年度の延べ相談件数は、

過去最多の１７,３９５件となり、とりわけ不登校に関する相談は、１３,０８３

件で、７５％ほどを占めております。 

これを受け、教育委員会では教育センター内での教育相談、スクールソーシャ

ルワーカーによるアウトリーチ支援、さわやか相談室相談員やスクールカウン

セラーによる学校内での相談対応など、児童生徒や保護者の相談ニーズに対応

できるような相談体制整備に努めております。 

令和３年度から、様々な悩みを抱える保護者、市民の皆様向けの情報コーナー

を設置すると共に、教育センター内に Wi-fi 環境を整え ICT 端末を活用したオ

ンライン学習、オンライン相談が可能となりました。また、令和４年度からは、

新たに不登校対策推進委員会を立ち上げ、不登校対策基本方針を策定しました。 

令和５年度には、不登校対策推進委員会を通じて、不登校児童生徒に対する支

援体制の充実や学校と家庭、関係機関等との連携について調査検討を行う予定

でおります。 

さらに本市では、特別な教育的支援を必要としている児童生徒への対応が重

要視されている現状から、ノーマライゼーションの理念のもと、共生社会の形成

に向けたインクルーシブ教育を推進しております。本センターでは、上尾市特別

支援教育推進委員会で策定した特別支援教育基本方針をもとに、多様なニーズ

に対応した特別支援教育に関する研修事業を行っております。教育・就学相談事

業においても、今後も関係機関と連携を強化しながら、より一層、特別支援教育

体制の充実に向けて取り組んでまいります。 

本手引きは、本センターの活用に当たり、教育相談や就学相談等の目的・方法・

過程等について示したものです。各学校においては、児童生徒一人一人の現状や

特性に応じ、適切な支援のために、本書を有効に活用されますことを御期待申し

上げます。 
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上尾市教育センター主要事業の概要 
 

１ 業務内容 

   教育センターの業務は、上尾市教育センター条例(第 2 条)に基づく以下の内容である。 

 （１）教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。 

 （２）教育関係職員の研修に関すること。 

 （３）教育相談・いじめ相談に関すること。 

 （４）教育に関する資料の収集及び活用に関すること。 

 （５）その他教育の充実と振興を図るために必要な事業に関すること。 

２ 令和５年度 上尾市教育センター主要事業の概要 

主 要 事 業 事  業  概  要 

１ 教育相談 

◇相談時間 

月曜日～金曜日  

 １０：００～１２：００ 

 １３：００～１７：００ 

＜ほっとルーム活動＞ 

月曜日～金曜日  

１０：００～１２：００  

１３：００～１７：００ 

相談者との信頼関係をつくり、学校と連携した相談を進め

る。関係機関・医療機関等との連携を強化。 

① 電話相談 

② 来所（面接）相談 

③ 電子メール相談（さわやかメール） 

④ オンライン相談 ※必要に応じて実施 

⑤ ほっとルーム活動 

⑥ 訪問相談（出前相談） 

⑦ さわやか相談室相談員・スクールカウンセラーの有効活用 

２ 就学相談 障害の理解と受容、適正な進路を判断するための相談活動

を行う（児童生徒の生活や就学に関する教育的支援）。 

① 就学相談及び助言(就学相談：年１５回実施) 

② 就学支援委員会（７月～１２月 年４回開催） 

③ 特別支援学級・通級指導教室との連携 

④ 就学支援委員会部会の開催（通級指導教室の入退級関係） 

３ 学校適応指導教室 

＜かもめ・けやき教室＞ 

月･火･木･金曜日 

９：３０～１４：００ 

 

 不登校児童生徒に対して社会的自立を目指すための指導・

支援を行う。「社会的自立に向けた個別支援計画」による段階

的な取組実施。 

①  かもめ・けやき教室（自主学習・体験活動の実施） 

②  活動支援ボランティアの活用 

③  学校・家庭(保護者)との連携 

４ 不登校児童生徒対策 

不登校児童生徒の早期発

見・早期対応を重点にきめ細

かな支援を行うため、学校と

教育センターの連携を中心

に事業を展開し、不登校の解

消を目指す。 

① 月例児童生徒欠席状況調査による長欠児童生徒の把握 

② 不登校対策推進委員会 

③ 不登校対策コーディネーター研修会 

④ さわやか相談室訪問の実施 

⑤ センター職員・さわやか相談室相談員対象の研修会の実施 

⑥ 市町村配置の身近な相談員活用状況調査 

⑦ スクールカウンセラー活用状況調査 

⑧ プロジェクトによる調査研究（不登校解消に向けた対応の

成果・課題の把握） 
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５ いじめ相談 

（いじめ相談専用ダイヤル） 

「子ども・いじめホットライ

ン」 

◇相談時間 

月曜日～金曜日  

 １０：００～１７：００ 

＊夜間、土・日は留守番電話 

対応 

 いじめ相談専用ダイヤル「子ども・いじめホットライン」、

「子ども・いじめホットメール」で、市内児童生徒及び保護

者からの、いじめに特化した相談を受け付ける。 

 子どもたちのＳＯＳを受けとめるとともに、いじめの解消

に向け共に考えていく。相談の内容、相談者の意向によって

は、学校や関係機関、指導課等との連携を図り、いじめの解

消に向けた支援を行う。 

① 電話相談（子ども・いじめホットライン） 

② 電子メール相談（子ども・いじめホットメール） 

③ 来所（面接）相談 

④ スクールソーシャルワーカー、さわやか相談室相談員、 

スクールカウンセラーの有効活用 

６ 教職員研修 

県立総合教育センター・南

部教育事務所との共催によ

る研修会及び上尾市教育委

員会主催の研修会の運営 

 

① 初任者研修・ステップ・アップ研修（２年次）・ジャンプ・

アップ研修(３年次) 

② ５年経験者・中堅教諭等資質向上(10年次)・２０年経験者

研修 

③ 生徒指導・教育相談中級研修  

④ 上尾市臨時的任用教員・任期付教員研修  

⑤ アッピースマイルサポーター研修会 

⑥ 特別支援学級補助員研修会 

⑦ さわやか相談室相談員研修会 

⑧ 教育相談主任会議 

⑨ 児童理解のための知能検査講習会   

７ スクールソーシャルワー

カー活用事業 

（県費ＳＳＷ２名・ 

年間９０日の勤務） 

 （市費ＳＳＷ６名・ 

  年間９０日の勤務） 

 児童生徒の問題行動等には子どもの置かれている様々な環

境の問題が複雑に絡み合っているために、関係機関等とコー

ディネートすることや児童生徒への働きかけが必要。 

① 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ 

② 関係機関等とのネットワークの構築・連携・調整 

③ 学校内におけるチーム体制の構築支援 

④ 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供 

⑤ 職員等への研修活動 

８ さわやか相談室相談員の

活動 

① 学校での位置づけ等 

② 相談員の活動と教員、ＳＣとの関係 

③ 関係諸機関との連携 

④ 相談活動について 

⑤ 児童生徒への支援 

⑥ さわやか相談室相談員の仕事の範囲 

⑦ 小・中連携 

 



応
接
室
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ほ

っ
と
ル
ー

ム
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副主幹

教育相談員 教育相談員

教育相談員 教育相談員

教育相談員
教育心理
専門員

ＳＳＷ

ＳＳＷ ＳＳＷ

適応指導
教室指導員

適応指導
教室指導員

相談室２

　職員座席表
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副主幹 主　査

教育心理
専門員

印
刷
室

応
接
室

教育心理
専門員

適応指導
教室指導員

主　幹

　施設等案内

　教育センター見取り図

資料室
男子
トイレ

女
子
ト
イ
レ

住　　　所　上尾市上町2-14-19
電話番号　０４８－７７６－７６００
ＦＡＸ番号　０４８－７７６－７６０４
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Ⅰ 教育相談 

 

 １ 概要 

   上尾市教育センターでは、市内小・中学校の児童生徒、保護者及び教職員を中心に、

市内在住の児童生徒に関する教育相談を行っている。相談内容は、不登校、性格・行

動、学習・発達、その他（精神身体症状、障害、教育一般、家庭生活、就学等）であ

る。相談形態は、電話相談、来所相談、訪問相談、オンライン相談（必要に応じて）

電子メール相談である。 

（１）相談担当 副主幹１名、教育心理専門員２名、教育相談員６名 

スクールソーシャルワーカー８名、計１７名 

（２）相談時間   

 

２ 相談形態 

（１）電話相談  ＴＥＬ：０４８－７７６－７６００ 

     教育相談の第一歩が電話相談である。相談状況が複雑な場合は、相談者に来所

を促し面接相談に切り替える。センターから学校や家庭に出向く訪問相談を行う

場合もある。 

 

 

 
 

（２）来所相談（面接相談） 

    事前に電話連絡等により予約を受け付け、セン 

ター相談室にて相談を行っている。一つ一つのケ 

ースに対し了解を得た後、学校と連携しながら相 

談を進めている。その際、児童相談所、保健セン 

ター等の相談機関や医療機関等、関係機関とも連 

携を図っている。 ※１回 ４５分 

 

（３）訪問相談（出前相談） 

     学校から依頼があった場合、副主幹、教育心理専門員、教育相談員を学校に派

遣し、訪問相談を実施している。学校からの依頼については、事故等に関する心

理的ケアにおける緊急対応や児童生徒の行動観察のための訪問がある。その他、

校内研修の指導者として招聘されることもある。 

     また、来所相談の中で保護者の依頼により、家庭訪問をして児童生徒と面談す

るケースもある。 

電 話 相 談 月～金曜日 午前１０時～正午、午後１時～午後５時 

来 所 相 談 月～金曜日 午前１０時～正午、午後１時～午後５時 

訪 問 相 談 月～金曜日 午前１０時～正午、午後１時～午後５時 

オンライン相談 月～金曜日 午前１０時～正午、午後１時～午後５時 

電子メール相談 随時 

○電話相談 
○来所相談 

○訪問相談 

○オンライン相談 

○ケース会議実施 

○進捗状況の把握 

○家庭との連携 

○学校との連携 

○関係機関との連携 
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（４）オンライン相談 
   相談者の事情により、来所相談が実施できない場合は、必要に応じてビデオ会議

システムを活用したオンライン相談を受け付けている。 
 
（５）電子メール相談（さわやかメール相談） 

  相談者の事情により、電話や家庭訪問等による相談や支援ができない場合は、
電子メール相談を受け付けている。毎日、教育心理専門員が２回（午前１０時、
午後４時）開封しているが、相談内容が継続すると判断された場合は、電話や面
談による相談に切り替える。 

さわやかメールアドレス t733100@city.ageo.lg.jp 

 
３ 教育相談の流れ 
（１）不登校の相談 
    相談の多くは不登校（登校しぶりを含む）に関するものとなっている。不登校 

の児童生徒に対しては、本人の学力、性格及び本人を取り巻く環境等、様々な視 
点から実態を把握し、学校復帰及び社会的自立に向けた指導・助言を行っている。 

 

 

 

 

 

（※ケースによって、相談の流れはこの限りではない） 

① 通所相談 

教育相談員と児童生徒の１対１の個別相談が進み、児童生徒が定期的・継続
的にセンターに来所（月２回程度）できる状況になったとき、保護者からの「通
所願」を受けて通所相談を認め、児童生徒が在籍する学校の校長に通所相談の
開始を連絡する。センターは毎月在籍校に児童生徒の通所相談状況（別紙）を
報告し、学校と連携しながら不登校状況の改善を図る。通所相談の終了は、学
校復帰時と来所ができなくなった時とし、通所相談状況等で、在籍校に終了を
知らせる。また、年度の最終日をもって通所相談を終了とする。 

なお、通所相談の場合は、指導要録上、出席扱いとすることができる。 
 

② ほっとルーム活動（交流活動） 

個別相談がさらに進み、集団の中で活動が可能と判断されたとき、ほっとル
ームでの活動に移行する。ほっとルームでは、教育相談員１～２名が交代で対
応し、小集団で児童生徒を活動させる。個別学習や、各種ゲーム、軽スポーツ
等の活動を行う。ほっとルームは、学校適応指導教室への入級、小・中学校の
別室登校、さわやか相談室登校を支援するため、人間関係を構築するための基
礎を培う場所を提供するものである。 

  
（２）性格・行動、学習・発達等の相談 

      性格・行動（学級内で気になる行動を取る、孤立してしまう等）、学習・発達（極
端に苦手な学習内容がある等）の相談では、学級内で適切な人間関係が構築でき
なかったり、授業の内容が分からなかったりして、登校しぶりとなっているケー
スが少なくない。児童生徒の実態を把握するために、相談室での面接・観察に加
え、個別相談や交流を通じて必要性があると判断した場合については各種知能検
査（ＷＩＳＣ－Ⅳ、田中ビネー等）を実施している。発達または知的に課題があ
ると思われる場合は、発達障害・情緒障害通級指導教室（芝川さわやか教室・西
小さわやか教室）や特別支援学級に関する情報を提供している。また、検査の結
果によっては医療機関等を案内し、連携を図りながら相談状況の改善を図ってい
る。 

◎教育相談担当 

 個別相談→通所相談 

 →ほっとルーム活動 

（交流活動） 

◎学校適応指導教室担当 

 かもめ・けやき教室 

 学習教室 

○学校 

 さわやか相談室  

保健室 
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令和  年  月  日  

 

上尾市教育委員会教育長 様 

 

保護者氏名            

 

 

教育センター通所願 

 

 下記の児童・生徒について、継続的に通所させたいので、よろしくお願いし

ます。なお、安全については責任をもって留意いたします。 

 

記 

 

学 校 名    学 年 組 
上尾市立        学校    年   組 

担任氏名（         ） 

ふ り が な 

児 童 ・ 生 徒 氏 名 
 

住 所 
（〒   ―   ） 

 

電 話 番 号 

＜自 宅＞ 

 

＜緊急時＞ 
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（別紙） 

事 務 連 絡  

令 和  年  月  日  

 

上尾市立    学校長 様 

 

上尾市教育センター所長  

 

通所相談状況（ 月）について 

 このことについて、下記のとおりお知らせします。 

 なお、公的機関への通所の一形態として、指導要録上、出席扱いとすることができます。 

記 

児童・生徒氏名 第   学年 組          担任  教諭 

通所回数      回 

  日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

 日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

 日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

 日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

 日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

 日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

 日 (  )  日 (  )  日 (  ) 

通所相談 

状 況 

  

教育センター担当        

学校の 

対 応 

 

※ 学校の対応の欄に本人及び保護者への関わり方等の概要を記入し、その写しを 

上尾市教育センターに毎月２０日までに返送願います。 



（１）年間教育相談（実件数）

令和４年度
主訴分類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均

１　不登校 84 107 105 104 104 116 108 118 113 122 73 128 1282 104.9
２　性格・行動 10 13 16 15 10 20 13 15 14 15 15 19 175 14.2
３　学習・発達 35 43 36 34 24 29 22 26 26 21 28 30 354 29.5
４　精神・身体症状 1 3 3 2 1 3 2 2 2 1 0 1 21 1.8
５　障害 3 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 10 0.9
６　教育一般 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 7 0.6
７　家庭生活 3 5 4 4 4 6 4 4 3 5 2 6 50 4.0
８　就学 16 65 62 37 62 43 64 31 16 8 0 5 409 36.7
９　いじめ（疑い含） 0 2 2 2 1 2 1 1 2 3 4 1 21 1.8

合　　　　計 153 239 229 199 207 220 214 198 177 178 125 190 2329 194.5

いじめホットライン 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.4

いじめホットメール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

令和３年度
主訴分類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均

１　不登校 77 86 100 87 83 98 96 102 110 118 102 120 1179 96.3
２　性格・行動 10 16 16 17 16 14 13 16 16 12 8 15 169 14.0
３　学習・発達 13 38 23 30 33 29 38 33 33 32 35 41 378 30.6
４　精神・身体症状 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 8 0.6
５　障害 3 2 2 2 1 2 0 1 0 2 1 1 17 1.5
６　教育一般 4 3 7 2 1 0 1 2 2 3 1 2 28 2.4
７　家庭生活 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 9 0.7
８　就学 28 72 73 71 92 73 104 70 46 14 27 7 677 60.9
９　いじめ（疑い含） 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.5

合　　　　計 137 221 225 212 228 216 253 226 208 182 174 188 2470 207.5

いじめホットライン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

いじめホットメール 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.1

8

３月末までの実件数（ケース相談＋適応指導教室＋単発・非継続電話相談）=４６９＋１５＋９６＝５８０

主訴分類月別（実件数）

主訴分類月別（実件数）

４　教育相談回数

単位：回

単位：回

※　３月末までの実件数（ケース相談＋適応指導教室＋単発・非継続電話相談）=４５７＋１７＋８１＝５５５
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９ いじめ（疑い含）

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和３年度 主訴分類月別（実件数）

１ 不登校

２ 性格・行動

３ 学習・発達

４ 精神・身体症状
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８ 就学

９ いじめ（疑い含）



令和４年度
主訴分類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均

１　不登校 757 955 1120 1004 789 1213 1154 1250 1228 1124 1250 1239 13083 1076.7
２　性格・行動 21 24 24 28 20 36 28 35 34 77 74 65 466 36.5
３　学習・発達 63 71 59 57 47 45 38 42 49 33 46 50 600 50.0
４　精神・身体症状 2 8 5 3 2 5 3 3 3 1 1 1 37 3.3
５　障害 5 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 0 15 1.4
６　教育一般 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 7 0.6
７　家庭生活 199 243 255 177 113 245 217 231 210 209 214 175 2488 210.3
８　就学 20 79 106 59 110 66 96 42 32 11 7 10 638 57.1
９　いじめ（疑い含） 0 2 17 5 4 5 3 2 3 5 13 2 61 5.4

合　　　　計 1068 1383 1588 1335 1086 1617 1539 1606 1560 1463 1608 1542 17395 1441.2

7.5

令和３年度
主訴分類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 平均

１　不登校 648 718 912 852 679 923 1081 1322 1307 1372 1445 1461 12720 572.8
２　性格・行動 29 37 36 39 29 33 32 26 41 21 21 27 371 33.0
３　学習・発達 20 65 77 66 65 77 83 57 83 70 90 88 841 52.8
４　精神・身体症状 2 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 13 1.3
５　障害 8 5 8 2 1 3 0 2 0 3 1 2 35 0.5
６　教育一般 35 8 10 2 2 0 4 4 2 4 3 4 78 12.2
７　家庭生活 0 0 3 1 2 3 4 4 1 0 0 1 19 10.2
８　就学 82 102 189 154 124 137 168 99 110 42 71 22 1300 79.8
９　いじめ（疑い含） 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 6 3.3

合　　　　計 825 941 1236 1118 905 1176 1372 1515 1545 1513 1631 1606 15383 765.9

9

（２）年間教育相談（のべ回数）

主訴分類月別（のべ回数） 単位：回

３月末までの実件数1件あたりの平均相談継続回数

主訴分類月別（のべ回数） 単位：回
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Ⅱ 就学相談 
１ 概要  

就学相談は、特別な支援を要する幼児・児童生徒及びその保護者がその状

況について深く見直し、望ましい就学先を判断するための相談活動である。

相談は上尾市就学相談調査専門員２１名が行い、調査専門員は行動観察及び

保護者からの聞き取りを行い、必要に応じて検査を実施して就学相談票を作

成する。さらに、保育所、幼稚園や学校等を訪問し、集団内での行動や学習

の様子の観察、及び担当者からの情報の収集を行う。それをもとに、上尾市

就学支援委員会において教育的判断を行い、保護者が就学先を決定するため

の情報として提供する。  

 

２ 対象  

上尾市内に在住し、市内小・中学校に在籍（予定）の幼児、児童生徒及び

その保護者が対象である。  

 

３ 方法  

（１）就学相談におけるセンターの役割  

年度当初に、市内各保育所・幼稚園等へ次年度就学予定児を対象とした就

学相談申込書を配布する。申込先である教育センターが、就学相談希望の

保護者から就学相談を受け付ける。また、就学時健康診断の検査結果を含

む各小学校からの情報を基に、教育センターが必要と判断した幼児及びそ

の保護者を対象に就学相談を実施する。  

（２）就学相談調査専門員  

就学相談調査専門員による相談活動は、毎年６月から８月まで年間概ね１

５回ほど実施する。その後、就学支援委員会において、望ましい就学先を

判断する。その判断結果をもとに、担当者が保護者との相談を重ねて合意

形成を図り、就学先を決定していく。  

 （３）在学中について  

在学中の児童生徒については、学校が保護者と連絡をとり、面談等を行い

ながら就学相談を実施する。  

 

４ 就学支援委員会  

（１）概要  

就学支援委員会は、医師・学識経験者など２１名で構成される。上尾市

立小・中学校への就学予定者及び小・中学校に在籍する児童生徒で、教育

上特別な配慮を必要とする者に対して、教育的判断を行い、教育形態の適

正化を図ることを目的としている。教育センターでは、その判断に基づき

学校・保護者への相談・支援を行っている。          

（２）実施日程（令和５年度）※ 開始時刻は、いずれも午後１時３０分予定。  

   第１回上尾市就学支援委員会（委嘱・任命式、審議）７月 ４日（火） 

   第２回上尾市就学支援委員会（審議）       ９月１９日（火） 

   第３回上尾市就学支援委員会（審議）      １１月 ２日（木） 

    第４回上尾市就学支援委員会（審議）      １２月１３日（水） 



特別支援学級等関係 通級指導教室関係

就学相談・通級指導教室に関する相談の流れ

★就学支援委員会
7月・9月・11月・12月

※必要に応じて臨時もあり

保護者との面談 教育形態の決定

◆説明会
（保護者・教員対象）

就学支援委員会
部会（通級指導）
６～７月・１２月・２月

就学相談
申込み開始

◎関係施設における、就学相談に係る説明会開催
◎特別支援教育リーフレット配布（幼稚園・保育所・関係機関等）
◎通級指導教室に係る保護者説明会、担当者・担任連絡会

各学校への通知・保護者への連絡

教育相談部会

特別支援教育部会
（教育形態変更・通級指導教室）

就学相談
随時

保護者からの審議依頼書または申込書提出

未就学児 小(中)学校

通級に関する
相談
随時

就学予定児・小(中)学校

就学時健康診断
10月～11月

11

５ 就学相談の流れ

《教育形態変更及び通級指導教室入・退級時に提出する書類》
就学相談報告書、支援プランＡ，Ｂ ※最新の様式をC4thからダウンロードして使用。
※ 就学支援委員会開催日の２週間前までに提出のこと。
※ 記載の住所、電話番番号で直接連絡をとることがありますので、確実な記入をお

願いします。



６　令和５年度 上尾市就学相談計画

特別支援学級等関係 通級指導教室関係
月 旬

各幼稚園・
保育所（園）

各小・中学校
上尾市教育センター

４

初

５

初

下

中

下

６

初

中

７

初

中

下

８

初

中

下

９

初

中

下

10

初

中

下

11

初

中

下

12

初

中

下

１

初

中

下

２

初

中

下

３

初

中

下

下

中

就学相談
申込書の
送付

就学

相談

申込

特別支援教

育リーフ

レット配布
（年長保護者）

就学時

健康診断

就学予定幼児及び

児童の相談結果受領

特別な教育的支援を

必要とする児童生徒
就学児童報告書受領

校内研修
の実施

就学相談

報告書提出

就

学

相

談

就

学

相

談

就
学
相
談

就
学
相
談

就

学

相

談

★就学支援委員会

★就学支援委員会

★就学支援委員会

★就学支援委員会

☆臨時
就学支援委員会
（必要に応じて）

就
学
支
援
委
員
会
の
意
見
を
も
と
に
し
た
就
学
相
談

説明会 ( 保 護 者 対 象 )

説明会 ( 教 員 対 象 )

教

育

相

談

◆就学支援委員会
部会(通級指導)
※入退級

就学相談受付開始

教育相談
部会

特別支援
教育部会
(教育形態
変更・
通級指導
教室)
校内就学
支援委員

12

◆就学支援委員会
部会(通級指導)
※退級のみ

◆就学支援委員会
部会(通級指導)
※入退級



７　学校における就学相談の流れ
対象となる就学相談：教育形態の変更、特別支援学校への転学、発達障害・情緒障害通級指導教室入級

児童生徒　・　保護者

　　　　　※塗りつぶし部は学校対応

※１　アセスメント・・・児童生徒の学びの場について、客観的に分析・判断すること
13

校内教育相談部会
校内就学支援委員会　等

面談(学校・保護者)

アセスメント※１

　　　　医療・特別支援学校の巡回相談 等

困り感

関係機関

※教育形態の変更等に係る審議
    依頼書

※審議で形態変更が適切と
　 判断された場合

※必要書類は手引き等で確認
※合意形成したケースのみが審議対象
　（小学６年生は除く）

上尾市就学支援委員会

教育形態の変更

学校
経過観察
（校内）

面談・合意形成
（学校・本人・保護者）

校内就学支援委員会

・現状整理

・今後の支援の見通し

・関係機関へのつなぎの検討 等

・現状整理

・A・Bプランの作成検討

・合理的配慮の検討

・関係機関へのつなぎの検討 等

相談・検査等
※検査は客観的資料として支援に活用できます

※検査は医療機関などでも行うことができます

※就学支援委員会の審議には、検査結果が

必要です

・経過報告

・現状整理

・次のステップの可否検討 等

＜対応の基本姿勢＞

・丁寧な聞き取りと記録

・教職員間での情報共有

・管理職への報告 等

情報共有

＜主に関わる教職員等＞

管理職 ・ 学年主任 ・ 担任 ・ 特別支援教育コーディネーター

必要に応じて

接続

※審議で形態変更等

が適切でないと判断

された場合

支援・経過観察

（校内）
定期的な面談
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                        令和  年  月  日 

 

上尾市立      学校長 様 

 

保護者氏名           

 

教育形態の変更等に係る審議依頼書 

 

標記の件について、下記のとおり希望するので、上尾市就学支援委員会で

の審議を依頼いたします。 

尚、本人も本件について同意しており、必要な関係機関への情報提供につ

いても同意いたします。 

 

記 

学校・学年・組 上尾市立       学校     年    組 

ふりがな 

児童・生徒氏名 
  

ふりがな 

保護者氏名 

  

               続柄 （      ） 

住所  上尾市 

電話番号   

希望する教育形態等   

希望の教育形態の 

変更日 
令和  年  月  日 

実施したことのある

発達検査の有無 

有 ・ 無 

検査等名称： 

実施機関名： 

実 施 日：令和  年  月  日 

 

 

参考 
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                         令和〇年 〇月〇日 

 

上尾市立 上尾北小 学校長 様 

 

保護者氏名  上尾 太郎    

 

教育形態の変更等に係る審議依頼書 

 

標記の件について、下記のとおり希望するので、上尾市就学支援委員会で

の審議を依頼いたします。 

尚、本人も本件について同意しており、教育形態の変更先等への情報提供

についても同意いたします。 

 

記 

学校・学年・組 上尾市立 上尾北小 学校 ４ 年 ４ 組 

ふりがな 

児童・生徒氏名 

 あげお はなこ 

  上尾    花子 

ふりがな 

保護者氏名 

 あげお たろう 

  上尾    太郎       続柄 （  父  ） 

住所  上尾市上町２－１４－１９ 

電話番号  ０４８（７７６）７６００ 

希望する教育形態等  知的障害特別支援学級 

※○○小・中通常の学級 
○○小・中●●障害特別支援学級 

 ○○小・中通級指導教室（発達障害・情緒障害） 
○○障害特別支援学校 など 

 正確に御記入ください 

希望の教育形態の 

変更日 
令和〇年〇月〇日 ※学校と確認し、御記入ください 

実施したことのある

発達検査の有無 

有 ・ 無 

検査等名称：WISC-Ⅳ 

実施機関名：○○○医療センター 

実 施 日：令和２年７月３０日 

 

記入例 

※ 審議の客観的視点の１つとして、有効期間内の検査結果を求めています。 

＜有効期間の例＞田中ビネーⅤ（概ね１年間）、WISC-Ⅳ（概ね３年間） 



Ⅲ 学校適応指導教室（かもめ・けやき教室） 

 

１ 設置の目的  学校適応指導教室は、通学すべき学校に登校できない、あるいは登

校したくない状態にある児童・生徒に対して、よりよい成長と社会

的自立を目指すために指導・支援を行う。 

 

２ 設 置 場 所  埼玉県上尾市上町２－１４－１９（上尾市教育センター内） 

       Tel  ０４８－７７６－７６００ 

         Fax  ０４８－７７６－７６０４ 

 

３ 開 設   

開設期間 ５月～翌年３月 

毎週、月・火・木・金曜日 午前９時３０分～午後２時００分 

※ 本人の状況に合わせた日時とし、随時調整する。 

 

４ 対象児童生徒 

〇かもめ・けやき教室 

教育相談を継続する中で教育センターに来所できるようになった者のうち、本

人・保護者が希望ある者、あるいは小集団での指導・支援が適切かつ有効であると

判断され、本人・保護者が了承した者。原則として下記の事項を満たす児童生徒。 

  ・神経症的な不登校であること 

           ・カウンセリングが可能であること 

           ・必要に応じて保護者が来所できること 

 

５ 「かもめ・けやき教室」の活動内容 

（１）活動の進め方 

 ・グループ活動及び個人活動を行う。 

 ・個別面談をとおして、一人一人の児童生徒に合った社会的自立に向けた個別支援計

画を作成する。 

 ・教育センター指導員による指導を中心とし、活動支援ボランティアの協力を得る。 

・様式６により、教育センター所長が対象児童生徒の通級状況を毎月校長に連絡する。 

 ・入級前に学校、家庭と各々面談を行い、指導方針を確認する。 

 ・状況に応じて関係者で面談等を行い、活動内容を見直していく。 

 ・１か月以上通級できない場合、再度面談を持ち、通級の意志を確認し、副主幹に報

告する。（主幹・副主幹・学校管理職等で協議） 

（２）体験的な活動の重視 

 ・年間を通して体験的な活動を重視し、積極的に多種多様な活動を取り入れる。 

 ・活動ごとにねらいや活動内容の在り方を検討し、一人一人の実態や状況に応じた支

援を行う。 

 ・活動終了後、一人一人に感想や作文等をとおして自己評価をさせることにより、自

己肯定感や達成感を高める。 
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・活動例 

① 施設経験（動物園や博物館） 

② 宿泊体験 

③ 調理実習 

④ 味覚狩り 

⑤ スポーツレクリエーション 

⑥ グランドゴルフ 

⑦ 護身術教室 

⑧ 上尾の動植物教室 

⑨ 子供見守り安全講座 

 

（３）１日の流れ（一例） 

時  間 A B C 

 9:30～ 9:50 自主活動・朝 の 会  

9:50～10:30 学 習 Ⅰ 学  習  Ⅰ  

10 分休憩  
  

10:40～11:20 学 習 Ⅱ 学 習 Ⅱ  

5 分休憩    

11:25～12:00 小集団活動 小集団活動 小集団活動 

12:00～12:50 昼食･昼休み 昼食・昼休み 昼食･昼休み 

12:50～13:00 掃   除  

（学校） 

 

さわやか 

相談室 

掃   除 

13:00～13:40 学 習 Ⅲ 学 習 Ⅲ 

5 分休憩   

13:45～14:00 
振り返り 

帰りの会 

振り返り 

帰りの会 

 （４）その他 

   ・通級の仕方  中学生は自主通級する（徒歩、自転車、バス利用など）。ただ

し、小学生は保護者の送迎のみ可とする。 

   ・昼 食  原則として弁当と水筒（中身は水又はお茶、スポーツドリンク）

を持参する。 

   ・服 装  制服（学校指定のジャージでも可）※ 必要に応じて相談 

           小学生は、学習や運動にふさわしい服装 

   ・適応指導教室のルールを守ること 

人間関係の安定を保つためのルール 

           スマートフォン・休日の交流、内容等 

通級時間や 

活動内容は 

児童生徒の 

実態に応じ、 

弾力的に 

組み立てる。 
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６ 通所相談から学校適応指導教室へ（例）     

 

 

 

 

教 

 

育 

 

相 

 

談 

 

 

 

 

＜ 個  別 ＞ 

 

個別相談       

１ 健康面・生活習慣 

２ 挨拶 

  ３ 学習（態度・学力等） 

４ 時間 

５ 情緒（表情・人間関係等） 

通所相談 ６ 作業（手先の器用さ） 

７ 会話・コミュニケーション 

８ 本人の意志確認 

９ 学校との関わり 

※ 必要に応じて知能検査の実施（ＷＩＳＣ―Ⅳ等） 

 

 

＜ほっとルーム＞ 

※ 小集団での交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

学

校

適

応

指

導

教

室 

 

＜かもめ・けやき教室＞ 

社会的自立に向けたアプローチ 

１ 学校とのかかわり 

２ 情緒の安定 

３ 学習への取組 

４ 対人関係の能力 

（挨拶・会話・態度コミュニケーション） 

５ 生活習慣の安定 

６ 趣味・将来の進路について 

※ 学校・保護者との連携重視（さわやか相談室、担任、家庭との連携） 

 

 

相
談
員
が
学
校
適
応
指
導
教
室
で
活
動
し
て
い
る
児
童
生
徒
へ
の
支
援 

情
報
の
共
有
・
移
行
に
向
け
た
情
報
提
供 

集団における適応状

況の確認 

 

入
級
準
備
期
間 

情
報
交
換 

相談の方向性を定め

るための見学・体験

の実施 
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７ 学校適応指導教室入級手続について（入級までの流れ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学校適応指導教室入級に関する詳細は、冊子「学校適応指導教室の概要及び入

退級の手続について」（年度当初に各学校１部配布・C４ｔｈ掲載）を参照 

（１）保護者から学校へ 

学校は、保護者からの申し出により、「入

級願（様式１）」を保護者に渡す。保護者は

様式１を校長へ提出する。 

＜文書保管場所＞ 

Ｃ４ｔｈ－指導課－教育センター 

 

（２）学校から教育センターへ 

保護者の記載による「入級願（様式１）」

をもとに、校長は「入級申込書（様式２）」

を作成し、教育センターに提出する。 

※提出は様式２のみ（様式１は学校保管） 

 

（３）教育センターから学校・保護者へ 

   教育センターは、「入級許可通知書」を学

校及び保護者へ送付する。 

 

（４）入級以降の流れ 

   教育センターでは、入級した児童生徒に

ついて、個々の「社会的自立に向けた個別

支援計画」を作成するとともに、継続通級

が適切であるか継続的に検討を重ねてい

く。併せて、児童生徒個々についての学校

の受入れ体制作りのために、指導及び支援

を継続する。 

   また、不登校児童生徒の居場所となると

ともに、児童生徒が学校復帰、教室復帰を

果たした後も、学校及び家庭と連携し、児

童生徒の状況把握を行う。必要に応じて児

童生徒へのカウンセリングや保護者面談を

実施し、完全復帰へ向けた支援を行う。 

【ステップ１】 

「入級願」（様式１） 

※保護者→校長 

【ステップ２】 

「入級申込書」（様式２）   

※校長→教育センター 

★公印省略 

【ステップ３】 

「入級許可通知書」（様式３） 

※教育センター→学校 

【ステップ４】 

「入級許可通知書」（様式４） 

※教育センター→保護者 

入級手続完了 
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（様式１） 

 

                        令和  年  月  日 

 

上尾市立      学校長 様 

 

保護者氏名          

 

学校適応指導教室（かもめ・けやき教室）入級願 

下記の者を学校適応指導教室＜かもめ・けやき教室＞に入級させたいので、

よろしくお取り計らい願います。通級については、責任をもって安全に留意

いたします。 

 

記 

 

 

学校・学年・組 

 

 

上尾市立       学校     年    組 

ふりがな 

児童・生徒氏名 

 

 

  ふりがな 

保 護 者 氏 名 

 

 

 

                  続柄 （      ） 

 

住        所 

 

 

 

電  話  番  号 

 

＜自 宅＞ 

 

＜緊急時＞             （名称） 
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（様式２） 

                             第   号 

                       令和  年  月  日 

 

上尾市教育委員会教育長 様 

 

                上尾市立    学校長   

（公印省略） 

 

 学校適応指導教室（かもめ・けやき教室）入級申込書 

 下記の保護者から申し出があり、学校適応指導教室＜かもめ・けやき教室＞に

入級することが適当と考えますので申込みいたします。 

 なお、学校適応指導教室で指導を受けた場合の出欠の取扱いに配慮すること

や通級時及び諸活動は学校管理下と見なすことについても了承しております。 

 

記 

 

 

保 護 者 氏 名 

 

 

住     所 

電  話  番  号 

 

児童・生徒氏名 

 

 

 

 

学 年 ・ 組 

 

 

担  任  氏  名 
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（様式６） 
事 務 連 絡             
令和  年  月  日  

                    

上尾市立     学校長 様 
 

上尾市教育センター所長  
   「かもめ・けやき教室」通級状況について 
 このことについて、下記のとおりお知らせします。 

記 

児童・生徒氏名 第 学年 組 担当  

  月の通級状況 児童・生徒の出席日数   日 

日 
(曜) 

概   要 ○ 日
(曜) 

概   要 ○ 日
(曜) 

概   要 ○ 

１ 

 

     １１ 

 

  ２１ 

 

  

２ 

 

  １２ 

 

  ２２ 

 

  

３ 

 

  １３ 

 

  ２３ 

 

  

４ 

 

  １４ 

 

  ２４ 

 

  

５ 

 

  １５ 

 

  ２５ 

 

  

６ 

 

  １６ 

 

  ２６ 

 

  

７ 

 

  １７ 

 

  ２７ 

 

  

８ 

 

  １８ 

 

  ２８ 

 

  

９ 

 

  １９ 

 

  ２９ 

 

  

１０ 

 

  ２０ 

 

  ３０ 

 

  

      ３１ 

 

  

連 
絡 

 

                                       

 

                                        

 

学
校
の 
対
応 

 

 

 

管

理

職 

印 

 

 

 

 

※ 学校では、概要の欄に登校した日に○印を、学校の対応の欄に本人及び保護者への 

関わり等の概要を記入し、その写しを速やかに上尾市教育センターへ返送願います。 
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Ⅳ 総合的な不登校対策・支援プロジェクト推進計画                                

１ 趣旨 

  不登校問題の解消を目指し、不登校児童生徒の早期発見・早期対応を重点に、より 

一層きめ細かな支援を行うため、学校と教育センターが連携しながら事業を展開する。 
本年度も引き続き、「新たな不登校児童生徒を生み出さない各学校の組織的取組」・「自
校の大切な児童生徒であることを念頭においた社会的な自立を目指した支援」につい
て実践的研究を行い、検証する。 

 

２ 不登校の状況 

（１）不登校児童生徒数・不登校の割合の推移＜Ｒ１～Ｒ４年度＞ 

 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５目標値 

小

学

校 

人 数 ３６人 ４４人 ８７人 １２６人 １１３人以下 

割 合 ０．３２％ ０．４０％ ０．７９％ １．１５％ １．０４％以下 

中

学

校 

人 数 ２０４人 ２０９人 ２５７人 ３０８人 ２７７人以下 

割 合 ３．６１％ ３．６８％ ４．５３％ ５．４５％ ５．０８％以下 

全
体 

人 数 ２４０人 ２５３人 ３４４人 ４３４人 ３９０人以下 

割 合 １．４２％ １．５１％ ２．０６％ ２．６２％ ２．３９％以下 

（２）さわやか相談室相談員の不登校相談件数＜Ｒ４年度＞ 

 実件数 
延 べ 人 数 

男子 女子 合計 

面 接 相 談 １６９ １，４１６ ２，９２４ ４，３４０ 

電 話 相 談  ６００ ６２４ １，２２４ 

（３）スクールカウンセラーが関わった不登校相談件数＜Ｒ４年度＞ 

実件数 児童・生徒  保護者 教員 養護教諭 
さわやか
相談員 その他 計 

１０９ １３０ ２４４ ６５ １１ １３６ ９ ５９５ 

（４）昨年度の成果と課題 
【成果】令和４年度は、不登校児童生徒の人数は前年に比べ大幅に増加した。教育セン

ターにおける不登校に係る相談件数は、令和３年度とほぼ同様の対応であった。
不登校の要因が複雑化・多様化する中で、スクールソーシャルワーカーの活用が
進んできており、その保護者などへの支援を充実させることができた。 

    特に、中学校においては、スクールカウンセラーとさわやか相談室相談員等と
の連携が進んできており、学校内での支援の充実が進んできている。 

【課題】不登校児童生徒数が増え続けている現状、不登校の原因の背景が多様化してい

ることから、令和５年３月に上尾市不登校対策基本方針を策定した。この基本方
針を基に、学校における不登校の未然防止、不登校児童生徒の状況に応じた組織
的支援等ついて具体的に示し、推進する必要がある。 

今年度も上尾市不登校対策推進委員会において、不登校児童生徒への多様な支
援体制の構築、民間施設に通う不登校児童生徒への対応など、学校、関係機関の
相談、指導・支援体制の在り方、学校と家庭、関係機関との連携の在り方等につ
いても調査検討を進めていきたい。 
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３ 令和５年度の取組 
（１）数値目標の設定（不登校児童生徒数・不登校の割合） 

小学校 １２６名   不登校率  １．１５％ 

中学校 ３０８名   不登校率  ５．４５％ 

小学校 １１３名以下 不登校率  １．０４％以下 

中学校 ２７７名以下 不登校率  ５．０８％以下 

（２）不登校解消に向けた重点対策 

 
 
 
 

（３）上尾市不登校対策基本方針 令和５年３月策定 

 ○上尾市不登校対策キャッチフレーズ 

 「寄り添う つながる 支える ～安心できる居心地のよい居場所づくりのために～」 

 ○不登校の未然防止の視点「一人一人に居場所がある魅力的な学校づくり・温かな学級づくり」 

 ○学校の取組「児童生徒の状況に応じた段階的な対応」 

○学校内の組織づくり「組織的対応のための体制づくり」 

 ○保護者との連携及び支援 

 ○地域及び関係機関等との連携 

 ○教育委員会の役割 

新たな不登校を生み出さない取組 不登校児童生徒の状況に応じた組織的支援 

①  学校の早期対応 

・欠席１日目・・・電話連絡 

・欠席３日目・・・家庭訪問 

・欠席４日以上・・校内で会議 

② 不登校の早期解決をめざした月例欠席状況

調査の実施 

・学校と連絡・確認、正確な情報の共有 

③不登校対策コーディネーター研修会の実施 

④ 教育相談主任会議・研修会の充実 

 ・教育相談主任の資質向上 

⑤ さわやか相談室相談員会議・研修会の充実 

・さわやか相談員の資質向上 

⑥ 不登校解消を目指した小・中の連携 

・小学校の欠席状況を中学校へ情報提供  

・中学校区小・中学校の情報交換 

① 「総合的な不登校対策・支援プロジェクト」

による不登校調査の実施 

②「上尾市教育センター」の相談活動の充実 

と学校との連携 

○面接相談 ○電話相談 ○訪問相談 

○「教育相談の案内」を全家庭に配布 

③  個に応じた指導支援の充実 

・相談対応→学校適応指導教室への移行 

・相談対応→関係機関と連携 

④  学校適応指導教室の充実 

・体験活動の充実及び学習支援の強化 

⑤ 不登校対策事業講演会の開催 

・教育センター職員・教育相談主任・さわやか相

談員等対象の講演会実施と資質向上 

⑥ 教育センター職員による小・中学校訪問 

 （ＳＳＷやさわやか相談員との連携） 

⑦ ＳＳＷの積極的な活用促進 

各 学 校 の 本 年 度 の 取 組 

① 学校は、新たな不登校を生み出さない取組・取組を明確にして取り組む。 

② 学校は、不登校児童生徒の状況を把握し、組織的に支援する。 

 

１ 教育センターと家庭・関係機関の連携 

２ 教育センターの相談機能の充実 

３ 学校適応指導教室の充実（体験活動・学習支援の強化） 

４ 小学生、中学校 1年生・２年生への重点的な対応 

令和４年度 

令和５年度目標値 

昨年度より１割減 
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Ⅴ いじめ相談専用ダイヤルについて 

いじめ根絶対策事業の一事業として、平成２５年４月より教育センター内にいじめ

相談専用ダイヤル「子ども・いじめホットライン」を開設した。平成２６年度からは

小学校入学児童のみの配布としている。 

 

１ 対応の仕方 

（１）電話があった場合は、教育相談担当指導主事を中心として、教育心理専門員が

対応する。 

（２）夜間及び休日については、留守番電話機能及びナンバーズディスプレイを活用

する。 

 

２ 連絡先 

（１）子ども・いじめホットライン【いじめ相談専用ダイヤル】 

  電話番号  ０１２０－５５６－２９０ 

（２）子ども・いじめホットメール 

  アドレス  556soudan@city.ageo.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標語は、令和４年度「なかよく楽しい学校生活を送るための標語」最優秀賞を掲載 

【小学校の部】 田中 萌 さん（原市南小学校） 

ささえ合い たくさんひろがる 笑顔の輪 

【中学校の部】 大村 彩葉 さん（原市中学校） 

 私の色と君の色 認め合えれば 虹かかる 

mailto:556soudan@city.ageo.lg.jp
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Ⅵ 教職員研修 
 上尾市教育センターでは、教職員の資質の向上を目指して次の研修に取り組んでいる。 

１ 各年次経験者研修等（県立総合教育センター・南部教育事務所と共催） 
  
 

（１）初任者研修（小学校１８名、中学校８名 合計２６名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：幸田 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○上尾市初任者研修施設体験研修 

 ７月２４日（月）   上尾市教育センター研修 

○所属校研修 年間１５０時間以上 

 ・計画書、報告書等、上尾市教育センターに提出 

※ 県立総合教育センターの通知参

照（資料はＨＰからダウンロー

ド） 

（２）ステップ・アップ研修（小学校２２名、中学校１０名 合計３２名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：幸田 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○欠席等の報告受付 【１日目】７月３１日（月） 

所属校における非集合型 

【２日目】８月 ８日（月） 

県民活動総合センター 

（３）ジャンプ・アップ研修（小学校２４名、中学校９名 合計３３名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：幸田 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○欠席等の報告受付 

○所属校研修の報告書提出 

【１日目】夏季休業中 ※所属校 

【２日目】※所属校における非集合型 

小学校  ２月１５日（木） 

中学校  ２月 ６日（火）  

（４）５年経験者研修（小学校２０名、中学校４名 合計２４名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：大津 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○選択コース 

 ８月 ４日（金）【上尾市担当：社会】 

 ８月１８日（金）【上尾市担当：道徳 C】 

○異校種授業研究会（９～１１月に１日実施） 

 【上尾市担当：中学校】 

○所属校研修 ３回（計画書・報告書等の提出） 

・所属長が計画し、所属校で実施 

・社会貢献の活動に関する体験【希望者】夏期休業中１日 

※南部教育事務所の通知（開

催案内）参照 

（５）中堅教諭等資質向上研修（小学校２０名、中学校１４名 合計３４名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：大津 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○学校研修 年間１８日程度（１日３時間程度） 

 ・計画書、報告書等、上尾市教育センターに提出 

※県立総合教育センターの通知

参照（資料はＨＰからダウンロ

ード） 
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（６）２０年経験者研修（小学校１４名、中学校５名、養護教諭０名 合計１９名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：大津 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○校内研修 

・授業研究会を１回以上行い、実施報告書等を上尾市教育

センターに提出 

※県立総合教育センターの

通知参照（資料はＨＰか

らダウンロード） 

（７）臨時的任用者教員・任期付教員研修（小学校８名、中学校１０名 合計１９名）  

上尾市教育センターでの研修等  担当：大津 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○上尾市臨時的任用教員・任期付教員研修会８月２１日（月） 

ア 「勤務中の服務」「教員としての在り方」（講義） 

イ 「児童生徒への接し方」（講義） 

ウ 「特別支援教育の推進」（講義） 

○所属校研修 所属校にて講義・授業研究 等 

※南部教育事務所の通知

（開催案内）参照 

（８）埼玉県特定研修（生徒指導・教育相談中級研修会）※ 旧カウンセリング中級研修会 

上尾市教育センターでの研修等  担当：幸田 総教セ・南部教育事務所での機関研修  

○生徒指導・教育相談中級研修会 上尾伊奈ブロック 

ア ７月２７日（木）「生徒指導問題解決ロールプレイング」 

イ ７月２８日（金）「事例研究」 

ウ ７月３１日（月）「面接演習」 

※県立総合教育センターの

通知（開催案内）参照 

 

 ２ 特別支援・教育相談関係研修等（上尾市教育センター主催） 

（１）アッピースマイルサポーター研修会（86名）・特別支援学級補助員研修会（22名）担当：大津・幸田 

回 期    日 回 期    日 回 期    日 

１ 共４月１７日（月） ４ 
ア ７月 ６日（木） 

特 ７月 ７日（金） 
７ 

ア１１月１５日（水）

特１１月１７日（金） 

２ 
ア５月１０日（水） 

特５月１２日（金） 
５ 

ア ９月 １日（金） 

特 ９月 ８日（金） 
８ 

ア １月１７日（水） 
特 １月 ９日（火） 

３ 
ア６月 ７日（水） 

特６月 ６日（火） 
６ 

ア１０月 ６日（金） 

特１０月１１日（水） 
９ 

ア ２月１３日（火） 
特 ２月１６日（金） 

（２）さわやか相談室相談員研修会（１１名） 担当：大津 

回 期    日 回 期    日 ※合同は、教育相談主任会議と

合同開催 

※１月の合同研修会は不登校対

策事業講演会（変更可能性有） 

１ ４月 ６日（木） ３ １０月 ４日（水） 

合同 ６月１３日（火） 合同 １月１２日（金） 

２ ８月２９日（火） ４ ２月 ７日（水） 

（３）教育相談主任会議（３３名） 担当：大津 

回 期    日 回 期    日 ※さわやか相談室相談員研修

会と合同開催 １ ６月１３日（火） ２ １月１２日（金） 

（４）児童理解のための知能検査講習会（田中ビネー） 担当：大津 

回 期    日  

※２日間で実施 

※希望者で実施（少人数で実施予定） 

１ ８月２日（水） 

８月３日（木） 
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Ⅶ 上尾市スクールソーシャルワーカー活用事業の運用について 

 
上尾市教育センター 

 

１ スクールソーシャルワーカー活用事業実施要項(平成 21年 4月 1日埼玉県教育局

県立学校部生徒指導課)及び埼玉県スクールソーシャルワーカー活用指針(平成 23

年 4月 1日付埼玉県教育局県立学校部生徒指導課)に基づき、上尾市教育委員会に

おけるスクールソーシャルワーカー活用事業の運用について以下に定める。 

  

 

２ 活用事業の趣旨について 

  いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、児童生徒の問題行動等については、

非常に大きな課題である。児童生徒の問題行動等の状況や背景には、児童生徒の心

の問題とともに、家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒が置かれている環境の

問題が複雑に絡み合っている。 

   児童生徒等が置かれた様々な環境に働きかけ、関係機関等とのネットワークを活

用して、問題を抱える児童生徒に支援を行う専門家であるスクールソーシャルワー

カーを配置し、小・中学校が関係機関等と連携し、児童生徒の問題行動等への対応

を図ることをねらいとする。 

 

 

３ スクールソーシャルワーカーの派遣については、以下の事由により実施する。 

（１）小・中学校の校長から派遣依頼がある場合 

（２）上尾市教育委員会が派遣を必要と認める場合 

（３）その他、関係諸機関等から要請を受けた場合 

 

 

４ スクールソーシャルワーカーは、小・中学校の校長の依頼を受け、以下の業務に

ついて係わる。 

（１）問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ 

（２）関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整 

（３）学校におけるチーム体制の構築、支援 

（４）保護者、教職員に対する支援・相談・情報提供 

（５）教職員等への研修活動等 

（６）校内いじめ防止等の対策の組織に関すること 

 

 

 

従来の不登校支援に加えて、関

係機関へのコーディネートや

学校教育相談により深く関わ

れるように努めて参ります。 
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５ スクールソーシャルワーカーの派遣申請の手順については、以下に定めるとおり

とする。 

 ＜派遣申請の手順＞ 

① 学校（校長）が、スクールソーシャルワーカー派遣申請書＜様式１＞を上尾

市教育委員会（教育センター）に提出する。（公印省略） 

② スクールソーシャルワーカーの派遣に係るケース会議が実施され、相談活動

や会議・研修等が行われる。 

③ 派遣内容が終了した時点でスクールソーシャルワーカー実施報告書＜様式２

＞を提出する。ただし、事案が長期に継続する場合でも、３月８日（金）ま

でに報告書を提出する。 

 

６ スクールソーシャルワーカーの派遣に伴う留意事項について 

（１）スクールソーシャルワーカーの派遣にあたり、上尾市教育委員会から指導主事

が同行し、学校でケース会議を実施する。 

（２）スクールソーシャルワーカーが関係諸機関へ単独での連絡・会議等は行わない

こととする。 

（３）スクールソーシャルワーカーの派遣に伴う諸連絡については、校長又は、教頭

が行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※様式１・２は「C4th書庫―指導課―教育センター」からダウンロードして活用 

  願います。 

様式１ 様式２ 
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スクールソーシャルワーカー活用事業に係るＱ＆Ａ 

Ｑ１ スクールソーシャルワーカーが係る業務は？ 

Ａ 以下の業務について、学校の担当者等と連携を図りながら児童生徒・保護者等の

支援にあたります。 

（１）問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ 

   ・いじめ、不登校、児童虐待、暴力行為など、児童生徒の問題行動等における

家族、友人関係、学校、関係諸機関、地域等への働きかけ 

（２）関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整 

   ・関係機関への訪問、電話による情報交換、打合せなど 

（３）学校におけるチーム体制の構築、支援 

   ・校内ケース会議等への参加とケースのアセスメント(実態・状況把握)及び問

題解決のプランニング(短期・長期目標と支援計画)のサポート 

   ・校内チーム体制のサポート 

（４）保護者・教職員等に対する支援・相談・情報提供 

   ・家庭訪問や来校、電話等による相談活動 

   ・教職員と保護者間の調整 

（５）教職員等への研修活動 

   ・校内研修やＰＴＡ研修における講師 

（６）校内いじめ防止等の対策の組織に関すること 

   ・校内における組織づくりや指導等におけるアドバイス 

 

Ｑ２ 具体的にスクールソーシャルワーカーが対応するケース例とは？ 

Ａ 主に以下の事案に対して対応します。 

（１）不登校に係る事案 

   ・学校や教育センターとの関係が構築されていない事案 

（２）虐待に係る事案 

   ・児童虐待による養育困難な事案 

（３）保護者等の養育困難な事案 

   ・精神疾患等によるもの 

   ・家庭環境により養育能力の劣る保護者 

（４）学校の教育相談・生徒指導におけるサポート体制への支援 

   ・事案に係るケース会議の推進 

   ・対象児童生徒や保護者への支援 

   ・職員研修会の講師 

（５）保護者等への講演等 

 

 

深刻化する前の早期支援が 

カギとなります。 
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Ｑ３ スクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーとの違いは？ 

Ａ 「スクールソーシャルワーカー」は教育分野と社会福祉等の専門的な知識を有す

るものです。また「スクールカウンセラー」は臨床心理等の心理の専門的知識を有

するものです。 

  連携にあたっては、以下のことに留意して進めることが大切です。 

① それぞれの専門性の観点から問題の見立てを報告し、情報の共有化をする。 

② 解決にあたっては、それぞれの専門性からどのような支援ができるか話し合い、

解決に向けての役割分担をする。 

③ それぞれの支援の取組の経過について、ケース会議を通して報告し、次の役割

分担を協議する。 

 

Ｑ４ 校長とスクールソーシャルワーカーとの連携はどうするのか？ 

Ａ 校長は、校内組織等を連携調整し、スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）やス

クールカウンセラー（ＳＣ）と連絡・調整をします。主な内容は以下の通りです。 

（１）相談の受付 

（２）ＳＳＷまたはＳＣとの連携・調整 

   ・本人が抱える問題が、「環境に起因する問題なのか」「心の問題なのか」を判

断し、ＳＳＷ及びＳＣにつなぐ。 

   ・ＳＳＷとＳＣの両方の支援が必要な場合は、両者の共通理解を図る。 

（３）相談活動に関するスケジュール等の計画・立案 

（４）個別記録等の情報管理 

（５）ケース会議の実施 

 ・事例に応じて「学年ケース会議」「校内ケース会議」「関係機関連携ケース会

議」の開催を決める。 

 

Ｑ５ スクールソーシャルワーカーは小学校のみの対応か？ 

Ａ 小学校・中学校の線引きは難しいが、中学校には、スクールカウンセラーやさわ

やか相談室相談員が配置されているため、基本的には小学校の事案に対応する。 

しかし、ケースによりスクールソーシャルワーカーの支援が必要な事案について

は、対応する場合もあります。 

 

 

 案内  

「スクールソーシャルワーカー活用ハンドブック 

～福祉の視点を踏まえた児童生徒支援の方策～」埼玉県教育委員会 

 

 URL：https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/sswbook/sswhandbook.html 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/sswbook/sswhandbook.html
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Ⅷ さわやか相談室相談員の活動 

 

１ 学校での位置付け等 

（１）さわやか相談室相談員の指導・監督の責任者は校長である。 

（２）さわやか相談室相談員の活動を効果的なものにするためには校内外の連携が必要で 

ある。 

・校長のリーダーシップ 

（３）学校においては、連携するための窓口が必要である。 

・教頭、主幹教諭（教務主任）、教育相談主任、生徒指導主任、特別支援教育コーデ 

ィネーター、不登校対策コーディネーター等が考えられる。 

・すべての教職員がさわやか相談室相談員と連携する立場にある。 

（４）学校の教育活動の組織に位置づける。 

（５）さわやか相談室相談員を学校全体でバックアップする姿勢が、相談活動の充実に 

つながる。 

・日常的に、学校職員とさわやか相談室相談員が互いに人間関係の醸成に努め、さ 

わやか相談室相談員を学校内で孤立させない。 

・さわやか相談室相談員の抱える課題に対し、学校が真摯に対応する。 

（６）出勤時、退勤時の報告と業務報告書の提出について 

・業務報告書は形式に流されない、実効性のある報告になるようにする。 

（７）職員会議・研修会・学年会議への参加について 

・さわやか相談室相談員は、教育相談に関する事例などがある時は各会議に参加す 

ることができる。 

 

２ さわやか相談室相談員の活動と教員との連携 

（１）相談活動をさわやか相談室相談員任せとせず、教員による相談活動の一層の充実 

を図る。 

・「相談事は、さわやか相談室相談員だけ」ではいけない。 

・教員が日常的に生徒の状況を把握した内容を共有し、相談活動の充実に努める。 

・教員は、さわやか相談室相談員と連携して問題解決に当たることが求められる。

学校として、ゆとりが生じる夏季休業中には、教員だけでなくさわやか相談室相

談員も含めた教育相談週間を設けたり、教員と連携して継続的な相談が必要な児

生徒の相談に当たったりするなど、さわやか相談室相談員の一層の活用に努める。 

（２）さわやか相談室相談員が学校（相談室）にいるときは、いつでも相談に応じる体制 

を確保する。 

・さわやか相談室相談員と教員とで見解の不一致が生じた時は、校長の指導のもと 

組織で対応する。 
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３ 関係諸機関との連携 

（１）関係諸機関と連携をとる時は、校長の許可を得るよう指導する。ただし、上尾市教 

育センターへの連絡はその限りではない。 

（２）さわやか相談室相談員や教員では対応が難しい事例については各中学校に派遣され 

ているスクールカウンセラーとの面談を設定したり、上尾市教育センター、児童相 

談所、県立総合教育センター等と連携をとったりする。この場合、旅費の関係につ 

いては、十分留意する。 

（３）保護者、関係小学校への周知徹底 

・当該中学校及び中学校区内小学校の保護者がさわやか相談室相談員の存在を知ら 

なかったということのないように、学校便り等を通じてさわやか相談室の開設日、 

時間、場所を周知する。 

   ・「さわやか相談室だより」などを発行し、児童生徒や保護者へ定期的な情報発信を

行う。 

 

４ 相談活動について 

（１）当該中学校生徒・保護者、当該中学校区内小学校児童・保護者が相談の対象者にな 

る。 

（２）悩みや不安を抱えた児童生徒等がいつでも気軽に相談できるということが大切であ 

る。 

・授業をさぼる口実に利用されることがないように配慮する。 

・相談室に気軽に児童生徒が出入りすることはよいが、たまり場とならないよう配 

慮する。 

・本当に相談したい児童生徒が相談室を訪れにくい状況にならないようにする。 

（３）中学校長と該当小学校長との連携の下、当該中学校区内小学校を計画的に訪問（概 

ね月に１～２回程度、１回２時間程度）し、児童・保護者等の相談・支援にあたっ 

たり、学校担当者（教頭、主幹教諭、教育相談主任等）と相談や支援を必要とする 

児童・保護者についての情報交換をしたり、授業参観をしたりする。訪問終了後は、 

業務報告等で訪問相談の状況を小学校長に報告する。併せて、業務報告等で訪問の 

概要を中学校長に報告する。 

（４）さわやか相談室相談員は必要に応じて、不登校児童生徒の家庭を訪問して相談・支 

援にあたることができる。 

（５）小学校訪問や家庭訪問をする場合、配置中学校の相談活動に大きな支障が生じない 

よう、また、旅費予算の範囲内で実施するよう十分留意する。（中学校長の判断） 

（６）相談内容については教員（担任等）との連携を緊密にとる。 

・担任等への相談から、さわやか相談室相談員につなぐということもある。 

・さわやか相談室相談員への不信感を招くことがないよう留意する。 

（７）相談室に登校する児童生徒への相談・支援に留意する。 

・さわやか相談室の利用状況について十分教員（担任等）と情報共有しておく。 

・社会的自立や教室復帰を目指して、児童生徒の状況を共有・理解し、全校をあげ

て対応するとが求められる。（必要な環境調整、支援方針、目標、対応、役割分担

等の確認） 
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５ 児童生徒への支援 

（１）児童生徒へのさわやか相談室相談員配置の意義と活用について指導の徹底を図る。 

・校長講話、学年集会、各学級での指導など 

（２）学校全体として、誰もが相談室へ行きやすい雰囲気の醸成に努める。 

（３）相談室へ行ったことで、児童生徒が偏見視されないような指導の徹底に努める。 

 

６ さわやか相談室相談員の仕事の範囲 

（１）相談活動を優先する。 

（２）相談活動につながる活動については、必要な範囲で協力できる。 

・学年集会での相談室の活動についての説明など 

・相談活動の充実につながる調査等の実施協力など 

（３）いじめや不登校などの問題の状況把握に努め、情報提供する。 

（４）自習時間の監督等は不可である。 

 

７ その他 

消耗品、役務費等、相談活動に要するものについては、教育センター予算内で執行

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


